
○第１１６回農薬専門調査会幹事会（非公開） 

日時：平成２６年１１月５日（水）１５：１５～１６：５２ 

議事概要： 

（１）農薬（１－ナフタレン酢酸）の食品健康影響評価について 

・審議の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．１５ ｍｇ／ｋｇ体重／日、急性参照用量

（ＡＲｆＤ）を０．１５ ｍｇ／ｋｇ体重とし、評価書（案）を一部修正することとなった。

引き続き農薬専門調査会幹事会（公開）で審議の予定。 

＊植物成長調整剤で、みかん、メロン等に使用します。今回、かぼちゃへの適用拡大申請

がされています。  

 

（２）農薬（ジフェノコナゾール）の食品健康影響評価について 

・審議の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．００９６ ｍｇ／ｋｇ体重／日、急性参照

用量（ＡＲｆＤ）を０．２５ ｍｇ／ｋｇ体重とし、評価書（案）を一部修正することとな

った。引き続き農薬専門調査会幹事会（公開）で審議の予定。 

＊殺菌剤で、りんご、なし、トマト等に使用します。今回、チコリ、とうがらし等へのイ

ンポートトレランス申請がされています。  

 

（３）農薬（フルキサピロキサド）の食品健康影響評価について 

・審議の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．０２１ ｍｇ／ｋｇ体重／日、急性参照用

量（ＡＲｆＤ）を１．２５ ｍｇ／ｋｇ体重とし、評価書（案）を一部修正することとなっ

た。引き続き農薬専門調査会幹事会（公開）で審議の予定。 

＊殺菌剤で、日本国内での農薬登録はありません。今回、いちご及びブルーべりー等への

インポートトレランス申請がされています。  

 


